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国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
家
族

の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
働
い
て
い
る
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う

考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、す
で
に
就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、第
２

号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
に
も
加
入
し
て
い
ま
す
の
で
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

●
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

・
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、
安
定
し
て
お
り
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に

わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

・
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。
ま
た
、
遺

族
年
金
は
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」）が
受
け
取
れ
ま
す
。

●﹁
学
生
納
付
特
例
制
度
﹂
と
﹁
納
付
猶
予
制
度
﹂　

・
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

・
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
ご
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

な
お
、
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ

ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
は
、
10
年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と（
追
納
）が
必
要
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
な
ど
を
申
請
さ
れ
る
方
は
、
役
場
の
国
民
年
金
担
当
係
ま

た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課︵
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
︶

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国

民

年

金

information
くらしの情報

　

放
送
大
学
は
、
10
月
入

学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

10
代
か
ら
90
代
の
幅
広

い
世
代
、
約
９
万
人
の
学

生
が
、大
学
を
卒
業
し
た
い
、

学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、

様
々
な
目
的
で
学
ん
で
い

ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経

済
・
歴
史
・
文
学
・
情

報
・
自
然
科
学
な
ど
、
約

３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科

目
が
あ
り
、
１
科
目
か
ら

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

全
国
に
学
習
セ
ン
タ
ー

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
サ

ー
ク
ル
活
動
な
ど
の
学
生

の
交
流
も
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上

げ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に

放
送
大
学
群
馬
学
習
セ
ン

タ
ー（
☎
０
２
７
・
２
３
０
・

１
０
８
５
）ま
で
ご
請
求
く

だ
さ
い
。

　

出
願
期
間
は
、
第
１
回

は
８
月
31
日
ま
で
、
第
２

回
は
９
月
20
日
ま
で
で
す
。

　

群
馬
県
商
工
会
連
合
会
で
は
、
令
和
２
年
度
採
用
の
職
員

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

● 

申
し
込
み
期
間　

令
和
元
年
７
月
19
日（
金
）〜
８
月
30
日（
金
）

●
採
用
人
数　

若
干
名

● 

試
験
日
程

　

第
１
次
試
験︵
職
場
適
応
性
検
査
・
教
養
試
験
・
小
論
文
︶

　
　

日
時
： 

令
和
元
年
９
月
22
日（
日
）午
前
９
時
か
ら
午
後

１
時
40
分

　
　

場
所
： 

群
馬
県
商
工
連
会
館（
前
橋
市
関
根
町
三
丁
目

８
番
地
の
１
）

　

 

第
２
次
試
験︵
面
接
試
験
・
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
︶

　
　

※
第
１
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
実
施

　
　

日
時
：
令
和
元
年
10
月

　
　

場
所
：
群
馬
県
商
工
連
会
館

● 

採
用
予
定
年
月
日

　

 

令
和
２
年
４
月
１
日（
合
格
者
の
中
か
ら
順
次
採
用
し
、

県
内
各
地
の
商
工
会
に
配
属
し
ま
す
。）

●
受
験
資
格

①
高
等
学
校
以
上
の
卒
業
者

② 

県
内
商
工
会
ま
た
は
商
工
会
連
合
会
に
勤
務
可
能
な
者
。

そ
の
後
、
人
事
異
動
に
対
応
で
き
る
者（
通
勤
時
間
は
原

則
と
し
て
概
ね
１
時
間
以
内
。）

③ 
簿
記
３
級
以
上
の
資
格
所
有
者（
た
だ
し
、
簿
記
資
格
を

所
有
し
て
い
な
い
者
は
、
採
用
後
速
や
か
に
取
得
す
る
こ

と
と
す
る
。）

　

そ
の
他
、
詳
し
く
は
群
馬
県
商
工
会
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（h

ttp://w
w

w
.gcis.o

r.jp

）で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

群
馬
県
商
工
会
連
合
会
組
織
運
営
課（
☎
０
２
７
・
２
３
１
・

９
７
７
９
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

商
工
会
職
員（
経
営
支
援
員
）採
用

資
格
試
験
実
施
の
お
知
ら
せ

放
送
大
学

入
学
生
募
集

の
お
知
ら
せ
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くらしの情報
information

平成31年度（令和元年度）「農と食のふれあい講座」
（公開講座）後期受講生募集！

　農林大学校では県民の皆様を対象に、広く農林業への理解と親しみを持っていただくとともに、農林大学校へ

の理解を深めていただくことを目的として、「農と食のふれあい講座」（公開講座）を実施しています。

No. 講座名 定員 開催日時 講座内容 受講条件

１
小型管理機の基本操作
（安全に正しく使う）

10人
10月17日（木）
９時～12時

小型管理機（耕耘機）の基本的な
操作方法について（講義・実習）

２
手作りを楽しむ

うどん打ち
20人

11月26日（火）
９時～12時

手打ちうどんの作り方（実習）

３ 果樹の整枝・せん定

10人
令和２年１月７日（火）

　９時～12時 ブルーベリー、カキ及びウメ等の
整枝・せん定について

（講義、実演）

希望日を
選択する

10人
令和２年１月21日（火）

９時～12時

４ 野菜栽培の基礎知識 30人
令和２年１月31日（金）

13時30分～16時
堆肥や土壌改良資材、肥料の施し方、

農薬使用方法（講義）

５ 春夏野菜づくり

①

30人

令和２年２月12日（水）
13時30分～16時

キュウリ、ナス、トマト等の
春夏野菜のつくり方（講義と実演）
※ 実演は、マルチ張り、肥料散布、

農具の使用法など

連続で出席
できる方

②
令和２年２月19日（水）

13時30分～16時

６ 花き栽培を楽しむ 30人
令和２年３月４日（水）

９時30分～12時
春まきの花を中心とした

上手な育て方（講義）

　申し込み方法等、詳細は群馬県立農林大学校研修部（☎027‐371‐3841）へお問い合わせください。

子どもの里親になりませんか
　群馬県では、さまざまな事情から家庭で生活することができない子どもを、家族の一員として迎え入れ、愛情

と誠意をもって養育してくださる里親を募集しています。中央児童相談所北部支所は、里親に関心のある方や養

子縁組・特別養子縁組を検討している方への説明（相談）会を開催します。

　　　●第１回　令和元年８月23日（金）　渋川市役所本庁舎大会議室

　　　●第２回　令和元年８月29日（木）　嬬恋村役場応接室

　　　●時　間　第１回、第２回ともに午後１時から午後４時まで

　　　●対　象　里親に関心のある方や養子縁組・特別養子縁組を検討している方

　　　　　　　　（開催市町村以外にお住まいの方も含みます）

　　　●費　用　無料

　　　●申し込み　直接会場へお越しください

　　　●問い合わせ先　群馬県中央児童相談所北部支所（☎0279－20－1010）



14広報

information
くらしの情報

令和元年10月１日消費税軽減税率制度が実施されます！
　軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があり、対応には準備が必要です。（飲食料品の小売業の方に限りま
せん。）吾妻法人会・間税会と中之条税務署では、皆さんに知っていただくため下記のとおり制度の説明会を開催
します。どなたでも参加できますので、ご都合のよい日時・場所の説明会へご参加ください。（先着順）

　

群
馬
県
計
量
検
定
所
で
は
、

広
く
県
民
の
方
々
に
正
確
な

計
量
へ
の
意
識
を
高
め
て
い

た
だ
く
た
め
、
計
量
啓
発
標

語
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
テ
ー
マ

・ 

正
し
い
計
量
の
大
切
さ
を

呼
び
か
け
る
作
品

・ 

適
正
な
計
量
器
が
使
用
・

流
通
さ
れ
る
こ
と
を
促
す

作
品

●
募
集
規
定

・
自
作
で
未
発
表
の
作
品

・
１
人
２
作
品
ま
で
応
募
可

・ 

著
作
権
は
群
馬
県
計
量
検

定
所
に
帰
属
し
ま
す

●
賞　

入
選
２
点

※ 

図
書
カ
ー
ド
２
千
円
分
を

贈
呈

● 
発
表

　

令
和
元
年
９
月（
予
定
）

※ 

入
賞
者
に
は
、
書
面
で
通

知
し
ま
す

● 

応
募
資
格

　

県
内
に
在
住
す
る
人

● 

応
募
期
間

　

 

令
和
元
年
７
月
１
日（
月
）

〜
８
月
30
日（
金
）必
着

● 

応
募
方
法

　

郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

※ 

応
募
作
品
、
住
所
、
氏
名
、

職
業（
学
年
）、
電
話
番
号

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

計
量
検
定
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
、
応
募
用
紙
が
入

手
出
来
ま
す（h

ttp
://

w
w

w
.p

re
f.g

u
n

m
a
.

jp
/ 07/z5000001.h

tm
l

）

● 

そ
の
他　

入
選
作
品
は
計

量
標
語
ポ
ス
タ
ー
に
使
用

さ
れ
る
ほ
か
、
普
及
啓
発

資
料
等
に
活
用
さ
れ
ま
す

● 

応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

　

群
馬
県
計
量
検
定
所

　

〒
３
７
９

－

２
１
５
２　

　

前
橋
市
下
大
島
町
81

－
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☎
０
２
７
・
２
６
３
・
２

４
３
６　

０
２
７
・
２

６
３
・
３
１
４
２

働
き
方
改
革
を
お
手

伝
い
し
ま
す

～
群
馬
働
き
方
改
革
推
進
支

　

援
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内
～

　

働
き
方
改
革
関
連
法
が
平

成
31
年
４
月
１
日
よ
り
順
次

施
行
さ
れ
、
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
や
年
５
日
の
年
次

有
給
休
暇
の
時
季
指
定
の
事

業
主
へ
の
義
務
付
け
な
ど
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

群
馬
働
き
方
改
革
推
進
支

援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
社
会
保

険
労
務
士
が
電
話
相
談
等
に

よ
り
働
き
方
改
革
に
取
り
組

む
事
業
主
の
皆
さ
ま
を
支
援

い
た
し
ま
す
。
人
手
不
足
に

関
す
る
相
談
や
各
種
助
成
金

の
ご
案
内
も
し
て
い
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

 　

 

群
馬
働
き
方
改
革
推
進
支

援
セ
ン
タ
ー　

☎
０
１
２

０
・
４
８
６
・
４
５
０
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m

令
和
元
年
度
群
馬

県
計
量
啓
発
標
語

の
募
集
に
つ
い
て

開催日時
開催場所 主催者 連絡先

日 時間

令和元年８月27日（火）
13:00～14:30

中之条町大字伊勢町1022-1
中之条税務署　１階会議室

中之条税務署

中之条税務署
法人課税部門

0279-75-3355（代表）

15:00～16:30

令和元年８月28日（水）
13:00～14:30
15:00～16:30

令和元年８月29日（木）
13:00～14:30
15:00～16:30

令和元年９月６日（金）
11:00～11:30

中之条町大字伊勢町1005-1
中之条町ツインプラザ視聴覚室

（一社）吾妻法人会
吾妻間税会

中之条税務署

15:00～15:30
長野原町大字長野原37-2

長野原町商工会館　小会議室

令和元年９月18日（水）
10:00～11:30

中之条町大字伊勢町1005-1
中之条町ツインプラザ視聴覚室

14:00～15:30
長野原町大字長野原37-2

長野原町商工会館　小会議室


